
 

 
 

 

(3) 不適切な資産管理 

監査（検査）実施年月日（事務局：平成26年７月１日） 

 

 

 

 

 

 

 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

環境農林水産部  

農政室 

 

 

昭和56年度に一部事務組合である甲組合へ移管した下

八箇荘水路の一部（公有財産台帳価額5,596,500円）が、

大阪府名義のまま残っており、土地１筆（所在：大阪市鶴

見区安田三丁目、地番：61番13）について、公有財産台帳

に登録され、新公会計制度上の資産も過大に計上されてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【是正を求めるもの】 

法務局と協議を進め、公図上の位置を確定させるとと

もに、大阪市への所有権移転登記手続を進められたい。

また、当該土地に係る資産金額を新公会計制度上の資産

から減額する処理をされたい。 

適切な資産管理及び正確な財務諸表作成のため、公有

財産を適正に管理するように努められたい。 

 

 

・平成26年度から移管先となる大阪市と協議を進め

た結果、平成27年６月に公図上の位置確定を条件

に移管する市の承諾を得た。 

・公図訂正に向け法務局と協議を重ねた結果、平成

28年２月17日に法務局へ公図訂正の申出を行うこ

とができ、２月29日に登記官の職権により処理さ

れた。 

・これを踏まえて、３月18日に市から提出された土

地改良財産譲渡申請書を受理し、５月18日に市と

の無償譲渡契約を締結した。（契約締結と同時に市

に当該土地を引渡し） 

・市名義の登記が完了しており、公有財産システム

から削除し新公会計制度上の府資産から減額処理

を行うことで是正を完了した。 

 

西三荘排水機場（取得原価10,663,000円 、簿価１円）

については、平成２年度に撤去しているにもかかわらず、

現在も公有財産台帳に残った状態となっている。 

 

【是正を求めるもの】 

現存しない資産が確認された場合は、速やかに事実確

認を行い、当該資産に関する情報を公有財産台帳から削

除されるよう、適正な事務処理を行われたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平成26年度末（平成27年３月31日）付けで公有財

産台帳から除却し、是正を完了した。 

【公有財産規則】 

（管理の原則） 

第14条 公有財産は、常に良好な状態において管理し、

適正かつ効率的に運用しなければならない。 

【大阪府公有財産台帳等処理要領】 

（台帳等の管理） 

第７条  

２ 部局長等は、システムを用いて、所管する財産の取

得登録、異動登録、及び閉鎖登録を行い、所管財産の
台帳を管理するものとする。 



 

 
 

 

 

 

 

 

対象部局室課名 検出事項 監査の結果 措置の内容 

堺警察署   

  堺警察署において、三宝町交番敷地の上空にはみ出る形

で、隣接する民家の所有者が樋を取り付けていた。 

なお、上記樋については、平成26年８月７日に撤去され

ている。 

【是正を求めるもの】 

 公有財産の管理が、適正に行われていなかったのは問

題である。署においては、公有財産の現地確認の重要性

について周知徹底を図り、財産管理事務をチェックする

体制を再検討し、適正な事務処理を行われたい。 

 

 

【大阪府公有財産規則】 

（事務の委任） 

第３条  

２ 知事は、警察署長に、行政財産の管理に関する

事務をその所掌に係るものの範囲内において委

任する。 

 

（管理の原則） 

第14条 公有財産は、常に良好な状態において管理

し、適正かつ効果的に運用しなければならない。 

 

１ 地域課員の指示配置の時間を利用して、公有財

産の現地確認の根拠、重要性等について周知徹

底を図った。 

２ 署の会計課員が府有地の交番を中心に定期的

に巡視し、その管理状況を確認することとした。 

３ 各交番に隣接する土地、建物等の所有者が、改

修、改築工事等を施工する情報を得た又は実施

していることを交番勤務員が現認した段階でそ

の交番勤務員自身が本署会計課に速報すること

を徹底することとした。 

４ ３で速報を受けた会計課員は、即座に現場に赴

き、土地、建物等の所有者に当該工事の施工内

容を聴取するとともに、境界確認等も併せて実

施し、工事終了後、再度、現地において不法占

拠の有無を確認のうえ、不法占拠の事実を確認

すれば、その段階で必要な措置を講じることと

した。 


